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農業者年金の現況届の提出を
忘れていませんか？

　農業者年金受給者現況届の提出期限は、６月末となっていま

す。まだ提出されていない方は役場２階、農業委員会事務局ま

でご提出ください。

【問い合わせ先】　農業委員会事務局（☎４６-４７３９）

プレミアム付商品券発売時期の
お知らせ

■発売日　　　９月１日（金）（予定）

■販売所　　　軽米町商工会　９：００～１７：００

■発行内容　　

　額面１,０００円券×１２枚を１０,０００円で販売

■有効期間　　令和５年９月１日～令和６年２月２９日

【問い合わせ先】

　軽米ショッピングカード会事務局　（☎４６－２７１１）

軽米町運輸事業者等運行支援
緊急対策支援金のお知らせ

　町では、新型コロナウイルス感染症の長期化による利用客数

の伸び悩みと、全国的な燃料費高騰の影響を受けている、運

輸、タクシー、バス事業者等へ支援金を交付します。

■対象事業者

　町内に本店がある法人事業者または町内に住所を有する個人

事業者で、岩手県が令和４年度交付金にて実施した下記の交付

金等を令和５年３月３日以降に交付決定受けた者

　（１）運輸事業者運行支援緊急対策費

　（２）タクシー事業者運行支援緊急対策交付金

　（３）貸切バス事業者運行支援緊急対策交付金

■申請期間

　７月３日(月)～８月３１日(木)まで　

■支援金額

　（１）トラック等　１台あたり２３,０００円

　（２）タクシー　　１台あたり２０,０００円

　（３）貸切バス　　１台あたり４０,０００円

■対象車両

　県交付金等の決定を受けた対象車両

■提出書類

　①軽米町運輸事業者等運行支援緊急対策支援金交付申請書　

　（請求書）（様式第１号）

　②県交付金等の決定及び対象車両台数が確認できる書類等の

　写し（県の交付金等の交付決定通知書の写及び対象車両が分

　かる対象車両数内訳書等の写）

　③受取希望先の通帳の写し

　①②③の他

　【法人事業者】

　　ア．事業所本店の所在地が分かる書類（登記簿の写し、確

　　　　定申告書の写し等）

　　イ．申請事業所の代表者の公的身分証明書の写し

　【個人事業者】

　　ア．事業を確認できる書類（確定申告書の写し等）

　　イ．申請者の公的身分証明書の写し

【問い合わせ・申し込み先】

　産業振興課・商工観光担当　（☎４６ー４７４６）

　　

農地パトロールへの
ご協力をお願いします

　農業委員会では、７月から９月にかけて、町内農地の利用状

況調査（農地パトロール）を実施します。

　調査にあたっては、農業委員・農地利用最適化推進委員及び

事務局職員が農地内に立ち入ることがございますので、ご理解

とご協力をお願いいたします。

■調査期間　　７月から９月

■調査範囲　　町内の全農地

■主な目的

〇遊休農地の実態調査

〇遊休農地の発生防止

〇農地の違反転用発生防止

　農地に住宅建築や植林(山林利用)する場合には
　　　農地転用許可　が必要です

――　違反転用は絶対にやめましょう　――

　　農地（田・畑）に住宅建築や植林をするには、農地法に

　基づく県知事の農地転用許可が必要です。

　　許可より前に着手してしまうと違反転用となり、原則原

　状復旧しなければなりません。

　　農地を農地以外に使用する場合、事前に農業委員会まで

　ご相談ください。

【問い合わせ先】農業委員会事務局　(☎４６－４７３９)

緑の募金をご活用ください
　岩手県緑化推進委員会・軽米支部では、「緑の募金」を活用

し、緑化推進活動を実施する団体の取組を応援します。

　地域での植栽・植林の際には、予算の範囲内で苗木購入費用

などの助成を行います。

　ご希望の団体は、下記へお問い合わせ下さい。

　令和５年度「緑の募金（春季）」は、以下のとおりでした。

　ご協力たいへんありがとうございました。

募金額　３３７,６０６円

【問い合わせ先】

　産業振興課・農林振興担当　（☎４６－４７４０）



お知らせ版441号①裏面

町営住宅の入居者募集！

■募集住宅の概略
町営住宅名 規格 床面積等 家賃（月額） 形式

町営下向川原住宅１５号

（軽米町大字上舘19-16）

木造平屋

２ＬＤＫ

７４．７２㎡

（平成２１年度建築）

２１，８００円～

３２，５００円

（４段階）

１戸建

町営笹渡住宅２号

（軽米町大字上舘58-108-30）

木造平屋

３ＤＫ

６０．０４㎡

（平成２年度建築）

８，３ ０ ０ 円 ～

１２，３００円

（４段階）

１戸建

※家賃は、入居する世帯の収入と扶養者等の内容により異なり

ます。

■入居資格

（１）現在同居し、または同居しようとする親族があり、現に

　　住宅に困窮していること。ただし、６０歳以上の方、障害

　　をお持ちの方は単身入居ができる場合があります。

（２）入居しようとする世帯員の所得合算額が法令で定められ

　　た基準内であること。

（３）町税等を滞納していないこと。

（４）申込み及び同居しようとする人が暴力団員でないこと。

■入居時期　　８月中旬（予定）

■申込み方法

　申込み書類を記載のうえ、地域整備課・環境整備担当まで提

出願います。

　申込み書類については、地域整備課（役場２階）にて配布し

ます。また、町のホームページからもダウンロード可能です。

　申込みの際には、申込み書類のほか、入居資格の有無にかか

る審査に利用するため、「個人番号（マイナンバー）の提供に

ついて」を併せて提出願います。提供いただけない場合、所得

課税扶養証明書、住民票などの提出が必要となります。

■募集期間

　６月２９日(木)～７月１４日(金)９：００～１７：００まで

　※土曜・日曜・祝祭日の申込み受付、お問い合わせはできま

　せん。

■その他

　入居希望者が多い場合には抽選となります。

　入居の際には、敷金の納付（家賃の３カ月分）、連帯保証人

（２名）の所得証明書、印鑑登録証明書が必要となります。

【問い合わせ先】　

　地域整備課・環境整備担当　（☎４６－４７４１）

　未給水区域の安全で安定的な飲用水の確保を目的に、飲用井

戸の整備に要する費用を補助しています。

　補助金の額は対象経費の１/ ２の額で、交付限度額は次のと

おりです。

共同実施

世帯数

１世帯

(単独実施)
２世帯 ３世帯 ４世帯以上

限度額 400,000円 600,000円 800,000円 1,000,000円

　補助を受ける際は事前の申請と申請年度内での事業完了が交

付要件となります。設置を予定している方は早めの申し込みを

お願いします。

　なお、条件によっては補助を受けられない場合もありますの

で、申請前に地域整備課へお問い合わせください。

■受付期間

　１０月頃まで（申請の状況により前後する場合あり）

■補助を受けられない事例

・給水区域内に飲用井戸等を設置する場合

・販売の目的で飲用井戸等付き専用住宅などを建築するとき

など

【問い合わせ先】

　地域整備課・上下水道担当　（☎４６－４７４２）

飲用井戸の整備を補助します
再掲載

マイナンバーカード
受け取りはお早めに

　通知書のハガキが届いている方は、早めにお受け取りくださ

い。

●マイナポイント第２弾のポイント申込期限は「令和５年９月

末」です。

●期限がせまるとカード交付窓口が大変混雑します。

●ポイントの申し込みはスマートフォンをおすすめします。

●ポイント申込終了日は決済サービスごとに異なる場合があり

ます。終了日は各決済サービス事業者にお問い合わせくださ

い。

【問い合わせ先】　

　町民生活課・総合窓口担当　（☎４６－４７３５）

　

森林ウオーキング参加者募集

　軽米町では、折爪岳の自然に親しんでもらうため、山頂から

ミレットパークまでを歩いて下るイベント「森林ウオーキング

ⅰｎ折爪岳」を開催します。

　折爪岳の自然にふれあい、「こころ」と「からだ」をリフレ

ッシュしませんか？

■日時　　　７月２３日（日）８：３０～１４：３０

■集合場所　軽米町役場

■主な内容　○折爪岳山頂からミレットパークまでの山下り

　　　　　　○魚釣り体験

　　　　　　○ピザづくり体験

　　　　　　〇てんぽ焼き

■募集人数　先着２５名

■参加料　　大人　　　　１，０００円

　　　　　　小学生以下　　　５００円

■応募締切　７月１２日（水）１７:００まで

■お申し込み方法

　電話・ＦＡＸまたはメールで、住所、氏名、生年月日、電話

番号をお知らせください。

【問い合わせ先】

　産業振興課・商工観光担当　（☎４６－４７４６）

　　　　　　　　　　　　　　（ＦＡＸ４６－２３３５）
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義肢・装具等補装具の巡回相談
　岩手県福祉総合相談センター主催の義肢・装具等補装具巡回

相談会が開催されます。補装具の購入及び修理を希望する方

は、是非この機会をご利用ください。

■相談内容　義肢・装具等補装具等の購入等に係る判定

■日　　時　８月１日（火）１０：３０～１３：３０

　　　　　　（受付１１：００まで）

■会　　場　二戸市総合福祉センター

　※相談希望の方は、７月１０日（月）までに健康福祉課福祉 

　担当までご連絡ください。ご連絡のない場合、相談を受けら

　れない場合があります。

【問い合わせ先】　健康福祉課・福祉担当(☎４６－４７３６)

新型コロナウイルスワクチン
秋開始接種のお知らせ

　町では新型コロナウイルスワクチンの令和５年秋開始接種を

９月頃から始めるための準備を行っています。正式決定はされ

ていませんが、現時点での国の方針をお知らせします。

　また、接種日程の作成やワクチン必要量を把握するため、

６４歳以下の対象者の方（基礎疾患で春夏接種対象の方を除

く）に希望調査を実施することとしました。

　対象の方には希望調査の手紙を郵送しますので、ワクチン接

種を希望される場合は、同封の希望調査ハガキかインターネッ

トで申し込みをお願いします。

■実施期間　９月～１２月

■対象者　

　初回（１・２回）接種を終了した５歳以上のすべての方

■使用ワクチン　オミクロン株ＸＢＢ.１株対応1価ワクチン　

　※現時点の見込みであり変更になる場合があります。

【問い合わせ先】

　健康福祉課・健康づくり担当（☎４６ー４１１１）

第１回軽米町家族介護者教室
の開催について

　今年度第１回目の家族介護者教室は、下記のテーマについて

講師の方にお話して頂きます。現在介護をしているしていない

に限らず、どなたでも参加できます。興味のある方はぜひお越

し下さい！

　参加希望の方は、下記へお申込みください。

■日時　７月２８日（金）１３：３０～１５：００ 

■場所　健康ふれあいセンター　ホール

■内容　①講義「要介護者のフットケアについて」

　　　　　講師　県立軽米病院　糖尿病看護認定看護師　

　　　　　　　　君成田　大　氏

　　　　②福祉用具展示・紹介

　　　　　講師　有限会社コミュニティワークス　

　　　　　　　　介護センターカシオペア　

　　　　　　　　福祉用具専門相談員　田口　保昭　氏

■参加費　無料

■参加人数　１５名（先着順）

【問い合わせ先】

　健康福祉課・福祉担当　（☎４６－４７３６）

８月は国民健康保険被保険者証・
後期高齢者医療被保険者証・

医療費受給者証の更新時期です
　現在ご使用中の保険証・医療費受給者証の有効期限は７月

３１日です。新しい保険証・医療費受給者証は７月下旬に送付

されますので届いたら住所・氏名・生年月日など記載内容に誤

りがないか確認しましょう。

■国民健康保険

　新しい保険証の色は「青色」です。

　社会保険に加入しているのに新しい保険証が届いた方は国民

健康保険脱退の手続きが済んでいない可能性があります。その

場合は町民生活課までお問い合わせください。

　８月から有効となる限度額適用認定証の交付手続きは８月１

日から受付を開始します。

■後期高齢者医療

　保険証の色は「青色」です。

　限度額適用認定証（黄色）は、令和４年度に交付済みの方で

負担区分に変更がない方は自動更新となり、保険証（青色）の

右側に認定証がついた状態で送付されます。また、限度額適用

認定証の交付対象で自動更新されなかった方は交付申請書が送

付されます。

■医療費助成

　受給者証は要件を満たすと自動更新されますが、令和５年１

月２日以降に転入した方や申告をしていない方は自動更新の対

象外となります。更新に別途手続きが必要な方には６月下旬に

通知していますので、早めの手続きをお願いします。

　保険証が変わったときは変更申請が必要です。必ず申請をす

るようにお願いします。

【問い合わせ先】

　町民生活課・町民生活担当　（☎４６－４７３４）
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「Ｂ＆Ｇ海洋センター」 開館日のお知らせ
　Ｂ＆Ｇ海洋センターを７月２６日(水)から開館します。

７月

日 月 火 水 木 金 土

２３ ２４ ２５ ２６

〇

２７

〇

２８

〇

２９

〇

３０

〇

３１

８月

日 月 火 水 木 金 土

１

〇

２

〇

３

〇

４

〇

５

〇

６

〇

７ ８

〇

９

〇

１０

〇

１１

〇

１２

〇

※ 幼児用プールは午後のみ利用できます。

■利用料金

■開館時間

区　分 午前・午後

一般・学生 １５０円

中学生・高校生 ７０円

小学生・３歳以上 ４０円

区　分 時　間　帯

一般利用日
午　前 ９：３０～１１：３０

午　後 １３：３０～１５：３０

■ 利用上の注意 

①帽子を必ず着用してください。 

②遊具を利用する場合は、係員にお知らせください。 

③小学３年生以下は高校生以上の付き添いが必要です。 

④小学２年生以下は深いプールを利用できません。

　⑤発熱やせきなどの症状がある場合には、利用をご遠慮くださ

　い。

【問い合わせ先】　

　教育委員会事務局・生涯学習担当　（☎４６－４７４４）

〇開館日

二戸地区広域行政事務組合消防職員採用試験実施案内
　令和５年度二戸地区広域行政事務組合消防職員の採用試験を

実施します。

（令和６年度の採用候補者を決定する試験になります。）

■採用職種及び採用予定人員

　消防職員　２名程度

■受験資格

　平成９年４月２日以降に生まれた方で、高等学校以上を卒業

または令和６年３月に卒業見込みの方

　消防職員として職務遂行に必要な身体であること。

　採用後において二戸管内（二戸市、一戸町、軽米町及び九戸

村）に居住できること。

　その他詳細については試験案内をご覧ください。

■試験

　第１次試験　９月１７日(日)　

　　　　　　　場所：二戸市立福岡中学校

　第２次試験　１０月下旬予定　　 

　　　　　　　第１次試験合格者に対して実施します。

■試験案内・申込書の配布

・期間

　７月３日(月)～８月１０日(木)まで

・配布場所　　

　　二戸地区広域行政事務組合消防本部、各分署及び当組合ホ

　ームページからダウンロードできます。　

　（http://www.cassiopeia.or.jp/　７月11日から）

・郵便による請求もできますので希望する場合はお問い合わせ

　ください。

■申込み受付

　７月１０日(月)から８月１０日(木)まで

　８：３０～１７：００までとし土曜、日曜日及び祝日を除　

く。(郵送の場合は最終日までに必着のこと)

【問い合わせ先】

　二戸地区広域行政事務組合消防本部　総務課

　〒028-5711　二戸市金田一字上田面300番地２　

　（☎０１９５ー２６ー８１１１）

国税に関するご質問・ご相談は国税庁ホームページで解決！
①チャットボット（ふたば）に質問する

　チャットボット（ふたば）では、次の方法で質問すると、

ＡＩ（人工知能）が自動回答します。

　・ご質問したいことをメニューから選択

　・自由に文字で入力

【相談可能税目について】　　　　　　　　　　　　　

　所得税・消費税の確定申告、　　　　　　　チャットボットは

　インボイス制度、年末調整　　　　　　　　　　　　　こちらから

　※「年末調整」の利用可能期間は、

　　１０月上旬から翌年１月下旬までとなります。

②タックスアンサーを利用する

　タックスアンサーでは、国税のよくある質問に対する一般的

な回答を次の方法で調べることができます。

　・自分に合った状況から探す

　（質問形式による検索）

　・キーワードによる検索　　　　　　　　　

　・税金の分野ごとに調べる　　　　　　　　　　　タックスアンサーは

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　こちらから

③国税庁ホームページで解決しない場合には「電話相談センタ

ー」をご利用ください。

　二戸税務署（０１９５ー２３ー２７０１）に電話する。音声

案内に従い「1」電話相談センターを選択する。二戸税務署へ

の相談は音声案内「2」を選択してください。

　※税務署での相談(面接)は、事前予約が必要です。
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広報かるまい お知らせ版
後期高齢者医療保険料の納付
　特別徴収（年金からの天引き）により保険料を納める方に

は、７月中旬に「後期高齢者医療保険料額決定通知書」が郵送

されます。

　普通徴収の方（年度途中での転入や、新たに制度に加入され

た方など年金から天引きできない方）には、「後期高齢者医療

保険料額納入通知書（納付書）」が郵送されます。お手元に納

入通知書が届いたら、記載された納期限までに納付しましょ

う。

※保険料が滞納になると、通常よりも有効期間が短い被保険者

証が交付される場合があります。

※さらに滞納が１年以上続くと、被保険者証の代わりに資格証

明書が交付となり、医療を受ける場合にいったん全額自己負担

しなければならなくなります。

【問い合わせ先】

　町民生活課・町民生活担当（☎４６ー４７３４）

「骨の健康栄養セミナー」開催
　骨に欠かせない栄養素や骨の健康を維持するための方法につ

いて学ぶ、「骨の健康栄養セミナー」を開催します。どなたで

も参加できますので、お誘い合わせのうえ、ご参加ください。

■日時　７月２１日(金)１４：００～１５：３０

■場所　軽米町農村環境改善センター　１階大会議室

■講演１　「健康な骨づくりのポイント～骨の生まれ変わりと

　　　　　『MBP』～」

　　講師　雪印ビーンスターク株式会社　北東北営業所　

　　　　　栄養士　橋場　順子　氏

■講演２　「オーラルフレイル予防について」

　　講師　軽米町歯科衛生士　木村　和子　氏

■参加料　無料

■参加申し込み

　準備の都合上、７月１４日(金)までに申し込みをお願いしま

す。

【問い合わせ・申し込み先】

　健康福祉課・健康づくり担当　（☎４６－４１１１）

寿大学第４回講座のお知らせ
■日　時　７月１２日（水）１０：００～１１：３０

■場　所　町農村環境改善センター（役場となり）

■内　容　交通安全教室

■講　師　二戸警察署

【問い合わせ先】

　教育委員会事務局・生涯学習担当　（☎４６－４７４４）

第３回オレンジカフェかるまい
「かだぁる茶屋」開催について

　かだぁる茶屋は、地域の方がどなたでも参加できる、認知症

をテーマにしたつどいの場です。もの忘れのことや地域での生

活のことを語り合いませんか。

　専門スタッフもいるので、各種相談もできます。

■日 時　７月２１日（金）１３：３０～１５：３０

 　　出入り自由、事前申し込み不要

■場 所　防災センター

■参加費　無料

【問い合わせ先】地域包括支援センター　(☎４６－３９０６)

おはなしの会「図書館ひろば」　
～みんなあつまれ！～

■日　時　７月１５日（土）　１０：００～

■会　場　町立図書館となりの蔵

■対　象　幼児、小学校低学年

　絵本の読み聞かせや紙芝居、手あそび歌など。事前の申し込

みは必要ありませんので、みなさんお気軽にご参加ください。

【問い合わせ先】

　教育委員会事務局・生涯学習担当　（☎４６－４７４４）

教育相談の実施について
　お子さんのことで、気になることがありましたらぜひご相談

ください。

　教育相談員などが面接や電話でご相談をお受けしています。

　ひとりで悩まないで、どうぞお気軽にご相談ください。

■期日　７月１８日(火)　８月２９日(火)　９月２６日(火)

　※今年度前期(９月末まで)の日程です。今年度後期(１０月

～３月まで)の日程については、後日お知らせする予定です。

■時間　９：００～１５：００

■場所　軽米中央公民館　１階事務室

　ご相談に来られる場合は、事前の申し込みを基本としており

ます。なお、当日ご来場いただいても相談が受けられますが、

事前に申し込みがなく当日ご来場いただいた場合は、空いてい

る時間での対応となりますので、ご了承ください。

　また、中央公民館の行事等により相談期日、相談会場を変更

する場合があります。

【問い合わせ先】

　教育委員会事務局・教育総務担当（☎４６－４７４３）


